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20260401 

 

通所介護 及び 介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業 

重要事項説明書（利用約款別紙） 

 

 

あなた（利用者）が当事業所の提供する通所介護のサービスを利用される前に、当事業

者が説明すべき重要事項及びその交付する書面は、次のとおりです。 

 

１. 事業者（法人）の表示 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 

主たる事務所の所在地 〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町２１８番地２６ 

代表者職名・氏名 理事長 青木 善治 

設 立 年 月 日 １９５２年５月１７日 

連絡先・電話番号 （代表） ０５３－４１３－３３００ 

 

２. サービスを提供する事業所の表示 

事 業 所 の 名 称 花屋敷デイサービスセンター 

サ ー ビ ス の 種 類 
・通所介護 

・第１号通所事業・介護予防通所型サービス 

事 業 所 の 所 在 地 〒665-0808 兵庫県宝塚市切畑字長尾山５-３２１ 

電 話 番 号 ０７２－７４０－３５５２ 

指定年月日・事業所番号 １９９９年４月１日指定 ２８７１１００３１５ 

責任者の職・氏名 管理者 山野井 泰裕 

通常の事業の実施地域 

・宝塚市の花屋敷松ヶ丘、ふじガ丘、花屋敷荘園、雲雀丘、雲

雀丘山手、中山桜台、平井、山手台東、山手台西、長尾台、

山本丸橋、南花屋敷、口谷西、中山五月台、中山台、山本台、

山本中、長尾町、山本野里、中筋山手、中筋、花屋敷山手、

平井山荘、花屋敷つつじガ丘、南ひばりガ丘、山本南、口谷

東、山本西 

・川西市の小戸、花屋敷、中央町、寺畑、満願寺町、花屋敷

山手町、加茂、栄町、萩原台東、南花屋敷、霞ヶ丘、けや

き坂、下加茂、栄根、小花、日高町、美園町、絹延町、火

打、松が丘町、丸の内町、出在家町、萩原、鴬が丘、萩原

台西、南野坂、湯山台、綿松台、鴬台、柳谷、芋生、清和

台西、清和台東 
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３. 事業の目的・運営の方針 

事業の目的 

・利用者が、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、

利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指します。 

運営の方針 

・介護保険法その他関係法令、利用契約の定めに基づき、利用者の介

護予防を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、目標を

設定し、計画的に、常にサービスの質の改善を図りながら、利用者

がその有する能力を最大限活用することができるような方法によ

るサービスの提供に努めます。 

４. 提供するサービスの内容 

通所介護及び第１号通所事業・日常生活支援総合事業サービスは、事業者が運営する

デイサービスセンターに通所し、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及

び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練等を行

うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。 

５. 営業日時 

営 業 日 
・月曜日から土曜日まで。 

・ただし、１月１日から１月３日までを除きます。 

営業時間 ・午前８時３０分から午後５時まで。 

サービス提供時間 ・午前９時３０分から午後４時３５分まで。 

６. 事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務体制 

生活相談員 １名以上 

看護職員 １名以上 

介護職員 １名以上 

機能訓練指導員(看護職員と兼務) １名以上 

７. 利用料・利用者負担 

  別紙「通所介護料金表」によって、あなたが利用したサービスの利用料金をお支払い

いただきます。 

８. 利用者負担の支払方法 

利用者負担は、１か月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお

支払いください。 

  なお、利用者負担の領収書等は、支払いを確認しましたら発行します。 

支払方法 支払要件等 

口座引き落とし 
・サービスを利用した月の翌月の27日（祝休日の場合は直後の平日）

に、利用者が指定する口座から引き落とします。 

銀行振り込み 
・サービスを利用した月の翌月の末日までに、事業者が指定する次

の口座へお振り込みください。 

現金払い 
・サービスを利用した月の翌月の末日までに、現金でお支払いくだ

さい。 
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９．サービスの終了 

(1) 利用者から約款解除の申し出 

適応期間内であっても利用者及び身元引受人は、利用中止の意思表明をすることにより、

約款に基づく通所介護サービスの利用を解除・終了することができます。但し、次の事由

に該当する場合には、即時に約款を解除することができます。 

1. 通所介護サービス利用料金の変更等に同意できない場合 

2. 利用者が入院された場合 

3. 利用者の「介護予防・居宅サービス計画(ケアプラン)」が変更された場合 

4. 事業所が正当な理由なく約款に定めるサービスを実施しない場合 

5. 事業所が守秘義務に違反した場合 

6. 事業所が故意又は過失により、利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不

信行為、その他約款を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

(2) 当事業所から約款解除の申し出 

次の事由に該当する場合には、約款に基づく通所介護サービスの理由を解除・終了するこ

とができます。 

1. 事業所が解散、破産した場合又はやむを得ない事情により事業所を閉鎖した場合 

2. 事業所の減失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

3. 事業所が医療保険及び介護保険の指定の取り消された場合又は指定を辞退した場合 

4. 利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を 3 ヵ月以上滞納し、その支払い

を督促したにもかかわらず定めた期間内に支払われない場合 

5. 利用者及び身元引受人、その家族が当センターの職員に対して、ハラスメントや暴言

等の法令違反そのほか著しく常識を逸脱する行為を行った場合。また利用継続が困難

となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

6. 利用者が入院または入所した場合 

7. 利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

8. 利用者が死亡した場合 

10．身元引受人 

(1) 利用同意の締結にあたり、身元引受人をお願いすることになります。 

しかしながら、利用者において、社会通念上、身元引受人を立てることができないと考

えられる事情がある場合には、利用同意の締結にあたって、身元引受人の必要はありま

せん。 

(2) 身元引受人には、これまで最も身近にいて、ご利用者のお世話をされてきた家族や親

族に就任していただくのが望ましいと考えておりますが、必ずしも、これらの方に限る

趣旨ではありません。 

(3) 身元引受人は、ご利用者の利用料等の経済的な債務については、ご利用者と連帯して

民法（債務法）に定める保証人としての債務の履行義務を負うことになります。 

① 前項の連帯保証人の負担は、極度６０万円を限度とする。 

② 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅延なく利用料等

の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情

報を提供しなければならない。 

また、ご利用者が医療機関に入院する場合や当事業所から退居する場合においては、そ

の手続を円滑に遂行するために必要な事務処理や費用負担などを行い、更には、当事業

所と協力、連携して退居後のご利用者の受入先を確保するなどの責任を負うことになり
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ます。 

(4) ご利用者が利用中に死亡した場合においては、そのご遺体や残置品（残置する日常生

活品や身の回り品等）の引取り等の処理についても、身元引受人がその責任で行う必要

があります。ご利用者が死亡されていない場合でも、利用が終了した後、当事業所に残

されたご利用者の残置品をご利用者自身が引き取れない場合には、身元引受人にこれを

引き取っていただく場合があります。これらの引取り等の処理にかかる費用については、

ご利用者または身元引受人にご負担いただくことになります。 

(5) 身元引受人が死亡や破産宣告をうけた場合には、事業者は、新たな身元引受人を立て

ていただきます。但し、社会通念上、身元引受人を立てることが出来ないと認められる

場合はこの限りではありません。 

(6) ご利用者の心身の状態に関して必要と思われる事項について確認やご協力をお願いす

ることがあります。 

11. 緊急時等の対応方法 

 サービスを提供中に、利用者の体調や容体の急変その他の緊急事態が発生した場合は、

速やかに主治医及び家族等へ連絡するなど、必要な措置を講じます。 

12. 事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、利用者

の家族、担当のケアマネージャー、宝塚市等へ速やかに連絡します。 

13. 身体拘束等の対応 

利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、利用者また

は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載

するなどして、適正な手続により身体等を拘束する場合があります。 

 

14. 苦情相談窓口 

(1) サービス提供に関する苦情や相談は、次の相談窓口でお受けします。 

苦情受付担当者 

生活相談員 髙野 雅貴 

所 在 地 〒665-0808 宝塚市切畑字長尾山 5-321 

電話番号  ０７２－７４０－３５５２ 

FAX 番号 ０７２－７４０－３９８０ 

受付時間 当事業所の営業日・営業時間と同じ。 

苦情解決責任者 管 理 者  山野井 泰裕 

 

（2）サービス提供への苦情や相談は、次の苦情受付機関に申し立てることができます。 

宝塚市 

介護保険課・給付担当 

所 在 地  〒666-8501 宝塚市東洋町 1-1 

電話番号 ０７９７－７７－２１３６ 

F A X  番号 ０７９７－７１－１３５５ 

受付時間 ９：００～１７：１５ 月曜日～金曜日 

国民健康保険団体連合会 

所 在 地     神戸市中央区三宮町 1 丁目 9 番 1-1801 号 

電話番号 ０７８－３３２－５６１７ 

F A X  番号 ０７８－３３２－５６５０ 

受付時間 ９：００～１７：１５ 月曜日～金曜日 

第三者委員 

三島 基道 様 

所 在 地     〒665-0807 宝塚市長尾台１－１６－３１ 

電話番号 （０７９７）５７－７３９８ 
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F A X  番号 （０７９７）５７－７３９８ 

受付時間 ９：００～１７：１５ 月曜日～金曜日 

第三者委員 

野村 仁丸 様 

所 在 地     〒665-0877 宝塚市中山桜台 4-13-1 

電話番号 ０７９７－８９－３１５３ 

F A X  番号 ０７９７－８９－３１５３ 

受付時間 ９：００～１７：１５ 月曜日～金曜日 

15. 非常災害対策 

事業者は、非常災害に関する具体的な計画に基づき、事業所の管理者を防火責任者とし

て必要な訓練を次のとおり実施しています。また、事業所には、消防法上必要な設備を

設置しています。 

防災訓練 避難訓練 通報訓練 

年２回 年２回 年１回 

16. サービス提供の記録および音声データの取得 

(1) サービス提供の記録及び保存 

事業者は、サービスの提供日、提供時間、内容などの実績を記録し、そのサービス

に係る介護報酬の支払を受けた日から５年間保存します。 

(2) 閲覧等の請求 

利用者は、事業者に対し、サービス提供の記録の閲覧・複写物の交付を請求するこ

とができます。  

(3) 甲（施設）は、乙（利用者）への適切なサービス提供、ケアプラン等の計画書作成、

および業務の適正な遂行（「言った言わない」等のトラブル防止を含む）を目的とし

て、面談や会議等の会話内容を録音し、AI 技術を用いて文字化・記録することがあり

ます。  

（4）前項で取得した音声データおよびテキストデータは、個人情報保護法および当施設

のプライバシーポリシーに基づき厳重に管理し、上記目的以外には使用いたしません。 

（5） 取得した音声データは、当施設の定める保存期間経過後、速やかに消去いたします。
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17. サービス利用上の留意事項 

サービスをご利用の際は、次のことにご留意ください。 

(1) サービス利用中に気分が悪くなった場合は、すぐに職員にお申し出ください。 

(2) 事業所では、複数の利用者の皆様が同時にサービスを利用されますので、周囲の利

用者の皆様にご迷惑にならないようにしてください。 

(3) 体調や容体の急変などによりサービスが利用できなくなった場合は、できる限り早

めに担当のケアマネージャー・当事業所の担当者へご連絡ください。 

18. 個人情報の取扱いについて 

事業者は、業務上知り得た利用者または身元引受人若しくはそのご家族等に関する情報

を正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、下記事項の目的・条件において個人

情報を使用します。 

個人情報の使用目的 

(1) 利用者の皆様へ提供する介護サービスのため 

(2) 家族の方への心身の状況説明のため 

(3) 介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料のため 

(4) 介護保険事務のため 

(5) 利用の管理､会計､経理､事故等の報告、介護サービスの向上等管理運営業務のため 

(6) 当事業所で行われる学生実習への協力のため 

(7) 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等のため 

(8) 法に定められた届出や統計のため 

(9) サービスの質の向上のための学会発表、研究会等での事例研究発表のため 

(10) サービスを提供する他の居宅サービス事業者・居宅介護支援事業所等との連携や照会

への回答、医療機関等への情報提供のため 

使用にあたっての条件 

(1) 個人情報の使用は、前項に記載の目的の範囲内で必要最小限に留め、関係者以外には

決して漏れる事のないよう、細心の注意を払う 

(2) 事例研究発表等においては、個人を特定できないように仮名等の使用を原則とする 

(3) 前項に掲げる事項については、当事業所利用終了後も同様の取り扱いとする 

 

19.  別紙「料金表」の改定について 

介護保険制度は６年ごとの制度見直し、３年ごとの介護報酬(利用料)の改定が定められ

ています。介護報酬改定が行われる度に、別紙「料金表」の内容に変更が生じます。事業

者は利用者及び身元引受人に変更内容を文書にて通知し、別紙「料金表」の差し替えをも

って、ご説明します。 

2021 年 04 月 01 日 改訂 

2022 年 04 月 01 日 改訂 

2023 年 04 月 01 日 改訂 

2024 年 01 月 01 日 改訂 

2024 年 10 月 01 日 改訂 

2025 年 04 月 01 日 改訂 

2026 年 04 月 01 日 改訂 
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